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令和３年第１２回菊池市教育委員会会議録 

日 時  令和３年１２月２２日（水）午後１時３０分 

場 所  キクロス大研修室 

出席者 

      教育長                音光寺 以 章 

      教育長職務代理者           森   智保美 

      教育委員               生 田 博 隆 

      教育委員               渡 邉 和 雄 

      教育委員               増 永 幸一郎 

      教育委員               城   聡 子 

      教育部長               木 下 徳 幸 

      教育審議員              久 保 敦 嗣 

      学校教育課長             村 田 義 喜 

      生涯学習課課長            古 庄 和 彦 

      社会体育課長             倉 原 桂 一 

      学校給食管理室長           冨 田 信 幸 

      菊池市公民館副館長          吉 川 良 二 

      菊池市中央図書館長          安 永 秀 樹 

      学校教育課指導主事          長 尾 浩 史 

      学校教育課指導主事          木 村 誠 希 

      学校教育課総務係長          磯 田 貴 博 

                                  １７／１７人 

日 程 

    １.開 会 

    ２.議事録承認 

    ３.教育長の報告 

    ４.議案案件 

      なし 

    ５.報告案件 

      議案第３０号 菊池市内小中学校の不登校、いじめの状況（２０２１年１１月末

現在）について 

    ６.その他 

    ７.教育委員会各課からの事務連絡等 

       ①行事予定について 

       ②次回の教育委員会議 

       令和４年１月２１日（金）１３：３０～ キクロス大研修室 
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開会 

音光寺教育長 皆様、御起立をお願いします。 

 ただいまから、令和３年第１２回菊池市教育委員会を開会いたします。よろし

くお願いします。 

 では、会議次第に従い、議事録の承認についてを議題とします。 

 教育委員会会議規則第１４条第２項の規定により、令和３年第１１回菊池市教

育委員会の会議録に記載した事項について異議はございませんでしょうか。 

 

委員一同  異議なし 

 

音光寺教育長 では、異議がありませんので、令和３年第１１回菊池教育委員会の会議録につ

いては、承認することに決定します。 

 では、次に、教育長の報告を議題とします。私より報告をいたします。 

 別紙を御覧ください。 

 １２月の教育長報告ということで、動静についてです。 

 １１月２４日、隈府小学校訪問が午前中、午後からは泗水西小学校の学校訪問

を行いました。 

 １１月２５日木曜日、菊池北中学校の研究発表会でした。ＩＣＴを活用した授

業ということで、とてもいい授業が行われていたと思います。 

 １１月２６日金曜日、菊池市議会が開会いたしました。管内四者人権・同和教

育研修会が行われました。菊池郡市校長会から各学校の人権同和教育の取組につ

いて報告があり、それについての協議が行われました。 

 １１月２７日土曜日、部落解放小中校生交流集会が、コロナで昨年できません

でしたけど、今年度は実施されております。各学習会での取組の様子が非常によ

く分かって、子供たちが頑張っている様子がうかがえました。 

 １１月２８日、城山の日でボランティア活動を行っております。中学校からも

部活動単位で参加しておりました。鞠智城シンポジウムが熊本市のテルサで行わ

れました。鞠智城は非常に歴史的な価値が高いということで、専門家の方々の研

究成果が発表されました。 

 １２月２日、市議会の一般質問が行われています。 

 １２月４日土曜日、市のスポーツ推進委員の研修会が泗水体育館で行われまし

た。スポーツ推進委員の皆様にモルックの体験をしていただきまして、これを今

から地域で広めていくことをお願いしているところでございます。あと、世界を

旅するカフェで、私がケニアでの経験のお話をいたしました。 

 １２月６日、７日で一般質問です。管内教育長会も行われております。 

 １２月８日、泗水中学校の訪問を行いました。それと、午後からは泗水東小学

校の訪問を行っております。 

 １２月９日木曜日は市議会の常任委員会、午後から泗水小学校の訪問を行いま

した。 

 １０日金曜日は同じく常任委員会と、菊池北中学校で韓国の中学校との交流が
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行われました。Ｚｏｏｍで交流をしております。このとき、最初は子供たちも固

かったんですけど、後からアイドルの話とか歌の話でとても盛り上がって、いい

雰囲気の中で行われました。 

 １３日月曜日、泗水中学校の校舎建築を市長と一緒に視察しております。その

後、校長ヒアリングを行っております。 

 １４日火曜日、菊之池小学校訪問と校長ヒアリング。 

 １５日水曜日が七城小学校の学校訪問とヒアリング、それと旭志中学校の未来

塾閉校式に参加しました。 

 １６日は市内教頭会議と市議会の予算決算常任委員会、菊池北中学校訪問をし

ております。 

 １７日は生涯学習センター運営会議と菊池市の教育支援委員会が行われまし

た。 

 １８日土曜日、読書感想画の表彰が図書館でございました。今、図書館のほう

でその作品が展示されていますけど、力作がたくさんあります。その後、ＪＡの

キッズスクール閉校式に参加しました。 

 ２０日月曜日が教育長・校長異動ヒアリングが行われました。 

 ２１日は市議会の閉会が行われています。 

 本日は菊池市教育委員会とハイスクールフェスティバルとなっております。 

 次、２番目に管内教育長会議が１２月７日に実施されました。 

 議会で参加することができませんでしたので、審議員に代理出席をしていただ

いております。 

 鈴嶋所長からは、人事異動について、退職される方々の再任用について、それ

と不祥事防止について、人事評価についてのお話があっております。その中で、

人事評価を生かした人材育成をよろしくお願いしますということをお話しされ

ています。 

 小森管理主事のほうからは、事故防止、不祥事防止についてということで、特

に年末の飲酒運転等、不祥事が発生しないようにということで、指導があってお

ります。また、人事異動の手続等について、それと育児休業失効に係る手続につ

いてというところは、育児休業中の方が再度妊娠された場合は、１回職務復帰を

しなくてはいけないという手続上の注意についての指導があっております。 

 次に、指導課長のほうからは、学校訪問の実施状況ということで、本年度、コ

ロナで中止された分を、後日１２月等に回して実施をすると話をされていました。

あとは、学校支援訪問の実施状況についてということで、菊池教育事務所のほう

から、校内研修とか、若手の初任者の授業とか、そういった先生方の授業の状況

についての報告があっております。 

 ３番目、今後の予定についてですけども、明日は文部科学省のオンライン研修

を受けるようになっております。それと、プラチナ未来人材の発表会が予定され

ております。 

 ２４日が前期前半の終了となります。生涯学習推進委員会が午前中に行われま

す。 
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 １２月２５日土曜日に教育懇談会が菊池高校で行われる予定です。 

 ２７日月曜日が菊池市教育振興小川奨学金奨学生二次審査会を行います。 

 ２８日は仕事納め式、学校はこの日は閉庁日となります。ただし、市のほうは

消防団の年末警戒が始まりますので、それに参加いたします。 

 年が明けまして、１月４日、仕事始め式と庁議、この日も学校は閉庁日として

おります。 

 １月７日金曜日に後期後半の開始。 

 ９日日曜日が菊池市の成人式になっております。本年度は実施するというとこ

ろで、準備が行われております。 

 １月１２日水曜日が市内小中学校長会議と菊池市授業力向上研修会を七城小

学校で行います。菊池警察署連絡会議が予定されております。 

 １３日は管内教育長会議、それと生涯学習推進本部会議があります。 

 １月１４日に奈良教育大学の先生が２名来所されます。これはＥＳＤの連携を

したいということで、奈良教育大学のほうから申出があっております。 

 １月１５日土曜日、地域と学校の連携協働フォーラムを午前中に予定しており

ます。 

 １６日が菊池市消防団出初式です。 

 １８日が庁議。 

 １９日が教育長・校長異動ヒアリングが行われます。 

 ２１日が菊池市教育委員会議の予定になっております。 

 以上、報告いたします。 

 ただいまの報告について何か質問等ありませんでしょうか。 

 

委員一同  なし 

 

音光寺教育長 では、ないようですので、これで教育長の報告については終わります。 

 次に議事案件ですけども、本日の議事はございません。 

 次に報告案件に移ります。 

 報告第３０号、菊池市内小中学校の不登校、いじめの状況について、説明を事

務局よりお願いいたします。 

 長尾指導主事。 

 

長尾学校教育課指導主事 それでは、報告をいたしますので、お手元の報告資料を御覧くださ

い。座ったまま報告をさせていただきます。 

 １ページを御覧ください。 

 １段目のグラフですが、１１月末現在での不登校児童生徒数は９１名となりま

した。もう昨年度を既に上回る結果というふうになっております。 

 ２段目、３段目のグラフですが、３０日以上欠席している不登校の児童生徒数、

１か月間で、小学生が２８名から３１名で３名の増加、中学校が５３名から６０

名で７名の増加、合わせて一月で１０名増加いたしました。 
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 続きまして、２ページを御覧ください。 

 １段目のグラフですが、１０日以上３０日未満欠席している不登校傾向の児童

生徒ですが、小学生が２１名、中学生が２７名となっております。まだまだ増加

傾向となっておりまして、今後も増えていくというような状況にございます。 

 学年別に、２段目と３段目のグラフは、不登校の９１名と不登校傾向の４８名

です。 

 ３ページに不登校と不登校傾向の児童生徒を合わせた１３９名を学年別に表

しておりますが、中学校は依然として多いですが、小学４年生、５年生、６年生

を中心に、小学校も増加傾向にあるということが言えます。 

 下段の表ですが、関係機関との連携率を載せております。 

 不登校生徒の対応を担任の先生だけに任せてはいないかとか、学年主任や養護

教諭を通して管理職が把握して、校内の不登校対策で情報共有を行って連携を図

っていくことをもう一度確認するように、それと、不登校生徒の初期対応の体制

についてしっかり取り組んでほしいということを学校に強くお願いをしている

ところでございます。 

 続いて資料の４ページを御覧ください。 

 いじめの報告です。 

 １１月のいじめの報告ですが、小学校はなし、中学校は１件の報告を受けてお

ります。 

 中学校のいじめについてですけども、中学校１年生の男子生徒が２名の間であ

だ名を言ってからかったりふざけ合っていたりする中で、その様子を他人が気づ

いて発見し、嫌な思いをしていたということが分かりました。 

 加害生徒は本人や保護者に謝罪を行って、学校は被害生徒へ家庭訪問等を行い

ながら見守りをしている状況というところの報告を受けているところです。 

 ３段目のグラフは、適応指導教室の利用状況をお示ししております。現在、１

４名の児童生徒が申請を行って通級をしております。 

 続いて、５ページです。 

 それぞれの適応指導教室の相談件数と相談内容を載せております。 

 四つの適応指導教室の１１月の相談件数ですが、１１７件となっております。 

 適応指導教室相談員の相談の内訳ですが、学習進路についてと生活習慣につい

ての相談が多いです。 

 １１月の適応指導教室に通う児童生徒、保護者に対して学習指導を行ったり、

児童生徒が通う学校との情報交換を行っております。 

 １２月１日ですが、適応指導教室の交流会をキクロスの工作室をお借りして行

いました。簡単なゲームにチャレンジするといった交流会を行いましたが、輪投

げをしたり、スリッパ飛ばしをしたり、豆を箸でつかんで幾つつかめたとか、そ

ういった簡単なゲームも行いました。参加していた児童生徒等はとても楽しく活

動がすることができました。 

 交流会については、来年２月にも開催予定ですので、各教室に通う子供たちと

の交流を図って充実をしたいなと考えているところでございます。 
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 続いて、資料の７ページから９ページにかけてですが、心の教室の相談状況を

載せております。 

 １１月の心の教室相談件数ですが、合計１３５件となっております。 

 内容については、中間テストとか共通テストとか、学習についての悩み、中学

の３年生については進路受験への不安についての相談業務、あと、修学旅行のグ

ループ活動のために教室まで付き添いを行ったりといった、それぞれ個別に相談

対応をしていただいております。学校の関係職員と連携を図りながら相談体制を

とっていただいているという状況になっております。 

 該当校の相談件数は２５件となっております。不登校児童の教育相談や保健室

への対応が主な活動内容でございました。 

 該当校の当該児童についての相談は現在はなく、学校も相談員のおかげで、

徐々にではありますが、落ち着きを取り戻しているという報告を受けております。 

 該当校の相談員については、もともと旭志中学校に配置をしておりました相談

員で、旭志中学校の相談業務というのは、旭志の適応指導教室指導員に兼務して

いただいたという経緯になっております。 

 該当校の相談員については、来年１月から週に１回程度、徐々に該当校から旭

志中学校の相談業務に戻ってもらう予定でございます。 

 続きまして、資料の９ページです。 

 ２段目のグラフはスクールソーシャルワーカーへの相談件数となっておりま

す。 

 １１月は１８件で、主に５名の児童生徒の支援を行っています。学校訪問や電

話による情報提供、情報共有を行っています。 

 学校支援コーディネーターの相談、対応件数は３２件となります。適応指導教

室相談員や子育て支援課は、市のＳＳＷと連絡調整を行い、情報を共有しており、

１１月も不登校に関する相談を中心に関わっております。 

 報告は以上です。 

 

音光寺教育長 ただいまの報告に何か質問、御意見等ありませんでしょうか。 

       生田委員どうぞ。 

 

生田委員   ８ページの心の教室相談で、旭志中学校は教職員の相談が圧倒的に多いんです

けど、これは先月も確かこういう傾向があったと思うんですけども、何か原因と

いうか、あるんでしょうか。 

 

音光寺教育長 旭志中学校の相談の中で先生方の相談が多いということで、その原因は何かあ

りますかということです。 

       長尾指導主事。 

 

長尾学校教育課指導主事 現在の旭志中学校の心の教室の相談員は末田先生に行っていただ

いております。末田先生はほぼ毎日午前中、旭志中学校のほうに常駐していただ
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いておりまして、先ほども申しましたように、適応指導教室の指導員と相談員を

兼務していただいておりまして、教職員からの相談というよりも、教職員の先生

に声掛けをしていただいて、いろんな話を聞いて情報をいただいているというよ

うな状況です。学校の先生からいろんな相談が来ているというような状況ではな

いということです。 

 

音光寺教育長 では、ほかにありませんでしょうか。 

 

委員一同  なし 

 

音光寺教育長 では、次にその他に移ります。 

 事務局のほうから何かありますか。 

 

事務局    ありません。 

 

音光寺教育長 では、ないということですので、本日の委員会はこれで閉会したいと思います。 

 皆さん御起立をお願いします。お疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 


